
 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，福岡市環境行動賞表彰要綱（以下「表彰要綱」という。）第４条に規定

する表彰選考委員会（以下「委員会」という。）の運営等について必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（委員会の職務） 

第２条 委員会は，市長の依頼を受け，一般公募及び推薦があったものについて，被表彰者の

選考に係る委員の意見を市長に述べるものとする。 

 

（組織） 

第３条 委員会は，福岡市環境行動賞の公募の都度設置するものとし，学識経験者及び市民の

うちから市長が選任する委員をもって組織する。 

 

（委員の任期） 

第４条 前条に掲げる委員の任期は，選任の日から表彰式の日までとする。ただし，補欠の委

員の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議については，委員長が議長となる。 

 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は，必要があると認めるときは，関係者を出席させ，事案の説明及び資料の説

明を求めることができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，環境局環境政策部環境政策課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定める。 

 

 附則 

  この要綱は、平成１９年９月１８日から施行する。 

 附則 

 この要綱は、平成２０年８月２０日から施行する。ただし，この要綱施行の日に現に委員で

ある者の任期については，第４条第１項の規定にかかわらず，平成２１年３月３１日までとす

る。 

 附則 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

 附則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

 附則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

福岡市環境行動賞選考委員会設置要綱 



 この要綱は，平成２７年８月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は，平成２７年１２月１日から施行する。 

 


